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広島女学院大学受託研究規程 

2009. 10. 13 制定  

2015.  3.  3 改正  

2018.   3.  13   〃   

（目的） 

第１条 この規程は、広島女学院大学（以下「本学」という。）における

受託研究の取扱いについて定め、適正な事務処理を図ることを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この規程において「受託研究」とは、本学の専任教員が民間企業、

官公庁等外部機関（以下「委託者」という。）からの委託を受けて公務

として行う研究で、これに要する経費を委託者が負担し、研究成果を委

託者に報告するものをいう。 

（受入基準） 

第３条 受託研究の受入は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来

の教育研究に支障を生じるおそれがないと学長が認める場合に限り行

うものとする。 

（申込み） 

第４条 本学に受託研究を委託しようとする者は、本学の専任教員と事前

に協議の上、所定の受託研究申込書を、総合研究所を経て学長へ提出す

るものとする。 

（受入の決定） 

第５条 受託研究の申し込みがあった場合において、その内容が適切であ

ると学長が認めたものについて、受け入れを決定するものとする。 

２ 前項において、申し込みの内容は、総合研究所委員会に設置される委

員会（受託研究審査委員会）での審議を経て大学評議会に諮り、学長が決

定するものとする 

（契約の締結） 

第６条 受託研究の受け入れを決定したときは、ただちに学長と委託者と

の間に受託研究契約を締結しなければならない。 

（研究費の負担） 

第７条 委託者は、当該研究の遂行に必要な経費を負担するものとする。 

２ 委託者が負担する経費の内、３０％に相当する額を、本学の雑収入と

して研究に必要な間接経費の一部に使用する。 

３ 前項にかかわらず、次に該当する場合の間接経費の取扱いは、受託研
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究契約の定めるところによる。 

(1) 委託者が国の機関、独立行政法人、地方公共団体である場合 

(2) 当該研究に対する社会的要請が強く、本学の教育研究上極めて

有意義であるもの 

（取得物品の帰属） 

第８条 受託研究に要する経費により取得した設備備品の所有権は、原則

として本学に帰属し、委託者に返還しない。 

２ 物品の調達、人件費の支払、旅費等の計算は、受託研究契約に定めが

ある場合を除き本学の規程に準拠して行うものとする。 

（所管部署） 

第９条 受託研究の取扱いに関する所管部署は、総合研究所事務課とする。 

（規程の改廃） 

第 10 条 本規程の改廃は、総合研究所委員会の議を経て大学評議会に諮

り、学長がこれを行い、全学教授会に報告する。 

 

  附 則 

１ 本規程は、2010 年 4 月 1 日以降に締結される受託研究から適用する。 

   附 則 

１ 本規程は、第10条を加え、第５条第２項を改正する。 

２ 本規程は、2009年10月13日制定の附則２を削って、2015年４月１日以 

降に締結される受託研究から適用する。 

  附 則 

１ 本規程は、第10条を改正し、2018年4月1日から施行する。 


